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気候変動問題に関する国際的な戦略について 

これまでの審議経過のまとめ（要約） 
 

はじめに 

平成 16 年１月、中央環境審議会地球環境部会は、「気候変動問題に関する今

後の国際的な対応の基本的な考え方について（中間とりまとめ）」をとりまと

めた。これは、気候変動に関する次期枠組み交渉を開始するにあたって世界各

国が議論を行う上で共通の土俵を築くことができるよう、我が国が国際交渉に

臨む上での基本的な考え方を整理したものである。この「中間とりまとめ」の

考え方を具体的なものにしていくための材料を収集・整理するため、地球環境

部会の下に「気候変動問題に関する国際戦略専門委員会」を設置し、平成 16

年４月より審議を開始した。本資料は、専門委員会における今後の審議の進行

管理に資するため、これまでの審議の経過をとりまとめたものである。 

 

１ 気候変動対策の目標 

（１） 気候変動枠組条約の究極目的の達成 

国際社会が気候変動問題に取り組む上でのゴールは、気候変動枠組条約の究

極目的である「気候系に対する危険な人為的影響を防止する水準で大気中の温

室効果ガス濃度を安定化させること」の達成である。 

 

（２）温室効果ガス濃度の安定化 

  大気中の温室効果ガス濃度は、大気中に排出される温室効果ガスの量と、

海洋や陸上生態系への吸収量とが平衡することにより安定化する。しかし、

温室効果ガス排出量が吸収量を上回ることにより大気中の温室効果ガス濃度

が上昇し続けている。 

 

（３）温室効果ガス濃度安定化のレベル 

温室効果ガス濃度の安定化レベルに対応して様々な排出経路を描くことが

できる。ただし、排出量の削減により濃度が安定化するまでに、100～300 年

を要し、さらに気温が安定化するまでに数世紀を要する。 
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（４）気候変動による影響 

・ IPCC 第三次評価報告書では、最近 50 年間に観測された温暖化のほとん

どは人間活動に起因すると結論づけている。 

・ 気候変動による影響は既に現れ始めており、日本もその例外ではない。

IPCC 第三次評価報告書では、気候変動によるリスクは気温の上昇ととも

に増加し、今後 100 年でおよそ２℃以上上昇すると全面的に悪影響が拡大

し始めることなどを示している。 

・ 影響の出現の程度は国や地域によって変わる。また、気温変化の規模に

加えて、気温変化の速度が大きいほど、悪影響のリスクも大きくなる。 

・ 近年、世界各地で異常気象が頻発している。気候変動が進むことによっ

て、このような異常気象が大規模かつ高頻度で発生し被害をもたらす可能

性が懸念されている。 

 

２ 気候変動枠組条約の究極目的達成のためのアプローチ 

（１） 温室効果ガス濃度安定化レベルの国際合意 

・ 条約上の究極的な目的に対応する具体的な数値目標を定めるにあたって

は、濃度安定化と気温上昇や影響発現などとの間に存在するタイムラグを

十分考慮する必要がある。 

・ 排出削減を推し進めても、脆弱性の高い自然生態系などにおいて、ある

程度の影響は不可避である。したがって、排出削減とともに、気候変動に

よる避けられない影響について勘案しなければならない。 

 

（２） 安定化レベル設定を検討するにあたって考慮すべき衡平性の

課題 
 

気候変動問題の特性として、二つの衡平性の課題を考慮する必要がある。

一つは、温室効果ガスの排出国と気候変動による被害国（主に途上国）との

間の衡平性である。40 ヵ国で世界全体の排出量の約 84％を占める一方、気

候変動による影響に極めて脆弱な 71 ヵ国の排出量が世界全体の排出量に占

める割合は約１％という現実がある。もう一つは、世代間の衡平性であり、

現在の人類が排出する温室効果ガスが将来の人類の生存に影響を及ぼす点

である。この他に、途上国における一人あたり排出量は依然として比較的小

さいことについても留意されるべきである。 
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（３） 地球規模での環境リスク管理 

・ 気候変動問題に対処するために、地球規模でのリスク管理が求められ

ている。 

・ 科学的な不確実性はなお残されているものの、気候変動が進行しつつあ

り今後ともさらに進行していくこと、速やかに大幅な排出削減対策を講じ

なければ将来大きな悪影響が生じるおそれがあることなどについては、ほ

とんど疑問の余地はない。 

 

（４）遅くとも 2050 年以前に排出量を減少基調にする世界システム

の構築 

・ CO2 濃度の安定化レベルとしては様々な水準が考えられるが、産業革命

前の約２倍である 550ppm に安定化させるためには、世界全体の排出量を

2020 年から 2030 年の間に減少基調とする必要がある。 

・ 今後の 10 年、20 年でどのような世界システムを構築していくかという

ことが重要である。その判断のための科学的な知見は既に提供されており、

それを実行できるかどうかは政策的な判断にかかっている。 

 

（５）緩和策と適応策の二つの対策 

・ 気候変動対策の基本は、温室効果ガスの排出削減及び吸収量の増大によ

り緩和策を進めることである。しかし、気候変動による避けられない影響

についても考慮する必要があり、緩和努力を補完するため、適応対策によ

る被害の軽減・防止を行うことが必要である。 

・ 気候変動問題に関するコストについては、削減対策コストだけでなく、

適応対策のコストや十分適応できない場合の気候変動による被害コスト

も考慮することが必要である。 

 

３ 長期･中期･短期の目標の設定 

気候変動枠組条約の究極目的を達成していく上で、現在から 2020 年くらい

までを射程とする短期的目標設定のほかに、長期的な目標（2100 年～）や中

期的な目標（2030～2050 年）を設定することが地球規模のリスク管理を行っ

ていく観点から有効である。 
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４ 社会経済の発展シナリオと気候変動対策 

・ 社会経済がどのように発展していくかによって温室効果ガスの排出経路や

排出量も大きく異なる。このため、できる限り早期から温室効果ガスの排出

抑制を組み込んだ社会経済の発展プロセスを目指していく必要がある。 

・ 社会経済の発展プロセスは、各国・地域の固有の事情を踏まえつつ、各国・

地域がどのような発展プロセスを辿ることが必要なのかといった点につい

ても検討する必要がある。 

 

５ 技術の役割 

（１）脱温暖化社会形成のための技術 

温室効果ガス削減のため、炭素集約度の低減については歴史的実績を上回

るスピードが必要となっており、この分野の技術の開発及び大量普及が重要

である。 

 

（２）技術の開発・普及に必要な条件と時間 

技術の開発・普及に関して、単体技術だけでなく、それを支える全体シス

テムを視野に入れた検討が必要である。また、世界レベルでの技術の普及に

は、一国内での技術の普及と比べて、様々な側面で格段の困難が存在し、数

十年単位での時間を要する可能性が小さくない。 

 

（３）技術の開発・普及を促進する制度と政府の役割 

技術の開発・普及を促進するため、目標や基準の設定を通して技術の開

発・普及を促進する「需要刺激型」と、補助金の交付等により技術の研究開

発・普及を支援する「供給支援型」をバランスよく組み合わせていくことが

必要である。また、技術の開発・普及において、政府の役割も大きい。 

 

（４）今後の地球規模での技術開発・普及戦略 

気候の慣性やエネルギーシステムの特性、技術の開発・普及に要する時

間を考慮すれば、地球温暖化によるリスクを避けるには早期の対策が必要

である。このため、より大きな排出削減を可能とする革新的技術の開発を
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長期的な観点に立って進めていくにしても、今後数十年間は、既存技術を

最大限に活用していくことが必要である。 

 

６ 脱温暖化社会の形成に向けて更なる検討の視点 

気候変動問題は、人類が今後 100 年以上の間、否応なしに取り組まざるを得

ない問題である。したがって、この問題への取組をより前向きに捉え、脱温暖

化社会の形成に向けて価値観をもっとポジティブなものにすることが望まし

い。また、日本は、戦略を持ってこの問題に取り組むことが求められる。 
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はじめに 

 

 （国際的な対応に関する中環審地球環境部会中間とりまとめ） 

 

○ 平成 16 年１月、中央環境審議会地球環境部会は、「気候変動問題に関する今後の国際

的な対応の基本的な考え方について（中間とりまとめ）」をとりまとめた。これは、

気候変動に関する次期枠組み交渉を開始するにあたって世界各国が議論を行う上で

共通の土俵を築くことができるよう、我が国が国際交渉に臨む上での基本的な考え方

を整理したものである。 

 

○ 地球環境部会の「中間とりまとめ」では、次期枠組みを検討する上での基本的な考え

方として次の７つの点を挙げている。 

 

① 気候変動枠組条約の究極目的の達成に向けた絶え間ない前進 

 次期枠組みにおいては、この究極目的の達成に向けて絶え間なく前進すること、

すなわち環境保全上の実効性を確保することが重要である。 

 

② 京都議定書の発効及び約束達成に向けた取組 

 次期枠組みの検討に当たり、我が国が第一になすべきことは、温室効果ガスの

具体的な削減の第一歩である京都議定書を発効させ、その約束の達成に向けて努

力していくことである。 

 

③ 地球規模の参加 

 環境保全上の実効性を確保するためには、地球規模での参加が必要であり、米

国等や途上国も参加する枠組みを構築することが必要である。 

 

④ 共通だが差異のある責任の原則のもとでの衡平性の確保 

 条約第３条１における「共通だが差異のある責任の原則」のもとで、先進国と

途上国との間の衡平性、先進国間の衡平性、途上国間の衡平性を確保し、各国間

の様々な多様性に応じて差異化された枠組みを構築することが必要である。 

 

⑤ これまでの国際合意の上に立脚した交渉 

 気候変動に関する国際交渉は、気候変動枠組条約の採択・発効、京都議定書の

採択という到達点を経て議定書の採択以降も絶え間なく続けられてきた。これま

での取組の積み重ねやそれに基づく合意を経て、各国が気候変動対策を進める上
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での共通基盤が築かれつつある。こうした国際合意の上に立脚して、次期枠組み

の交渉においては、究極目的の達成に向けた絶え間ない前進や地球規模の参加等

の観点から、条約や議定書の仕組をどのように発展・改善していくか、という視

点からの議論が必要である。 

 

⑥ 多様な主体が参加しつつ国家を中心とした国際合意プロセス 

 国際交渉の過程においては、情報を公開しつつ、企業やＮＧＯなどの多様な主

体の参加を保障しながら、国際枠組みに関する責任を有する国家が合意をするこ

とが重要である。 

 

⑦ 環境と経済の好循環を目指した変革 

 長期的な取組を可能にするためには、気候変動に対処することが経済を発展さ

せ、経済が活性化することによって温暖化防止にもつながるよう、環境と経済が

それぞれ質の向上につながっていくという意味での好循環を目指した、社会の構

造改革が必要である。そうした改革において重要な役割の一つを果たすのが技術

である。 

   

 

（専門委員会の設置と検討の進め方） 

 

○ この「中間とりまとめ」をまとめる過程で原案に対するパブリックコメントが受け付

けられ、国内から 50 件、海外から 12 件のコメントが寄せられた。これらのコメント

には、次期枠組みについての具体的な検討を求める意見が多かったことから、地球環

境部会では、「中間とりまとめ」の考え方を具体的なものにしていくための材料を収

集・整理するため、平成 16 年１月、地球環境部会の下に「気候変動問題に関する国

際戦略専門委員会」を設置した。 

 

○ 「気候変動問題に関する国際戦略専門委員会」は、平成 16 年４月より検討を開始し

た。委員会では、次期枠組みを検討するにあたっての課題を大きく二つに区分して検

討を進めることにした。（図－0.1 参照） 

 第一は、地球規模のシステムのあり方に関してである。気候変動対策の目指      

すべき目標は、法的には気候変動枠組条約の究極目的である。条約の究極目的は定性

的な目標であるため、世界全体として目指すべき具体的目標をどのように定めるかが

課題となる。これは、気候変動に関する科学的知見と政策的判断である国際的合意と

によって形成される。次に、具体化された条約の究極目的の達成に至るための対策の

基本的考え方を明確にする作業が必要となる。その上で、究極目的を達成するために
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世界全体としてどのようなアプローチを採用すべきかについて検討する。この検討は、

「中間とりまとめ」で提言された基本的な考え方のうち、「気候変動枠組条約の究極

目的の達成に向けた絶え間ない前進」の内容を具体化する作業である。また、次期枠

組みの目的を実現するためのアプローチの基盤となる、「中間とりまとめ」の「環境

と経済の好循環を目指した変革」を検討する作業でもある。 
   第二は、地球的規模システムを実現するための道のりとして、2013 年以降の気候

変動対策の世界的な枠組みをどのように構築していけばよいかという、次期枠組みの

制度に関する具体的検討である。この検討は、「中間とりまとめ」の提言に沿い、「共

通だが差異のある責任のもとでの衡平性の確保」を基本とし、「これまでの国際合意

の上に立脚した交渉」を「多様な主体が参加しつつ国家を中心とした国際合意プロセ

ス」を通じて積み重ね、地球温暖化の防止のため、「地球規模の参加」をより進化さ

せていくための作業となる。 

   また、我が国は、「京都議定書の発効及び約束達成に向けた取組」を進めており、

現在、中央環境審議会等政府の各審議会で政府の「地球温暖化対策推進大綱」の評価・

見直しに関する審議が行われている。 

   

○ 本資料「これまでの審議経過のまとめ」は、専門委員会における今後の審議の進行管

理に資するため、気候変動対策に関する地球的規模のシステムについてのこれまでの

審議の経過をとりまとめたものである。 

 

 

 8



図－0.1 次期枠組みに関する検討の構図 
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1 気候変動対策の目標 

   

 ここでは、気候変動対策の目標である気候変動枠組条約の究極目的の達成に向けて

前進するために、その目的が科学的知見を基にどのように具体化されるかについて、

審議の経過をとりまとめた。 

 

（１）気候変動枠組条約の究極目的の達成 

 

 

 

 

 国際社会が気候変動問題に取り組む上でのゴールは、気候変動枠組条約の究極目

的である「気候系に対する危険な人為的影響を防止する水準で大気中の温室効果ガ

ス濃度を安定化させること」の達成である。 

 

 

 （気候変動対策の目標） 

 

○ 気候変動対策の目標は、米国や途上国を含む世界の大多数の国が批准し、発効してい

る気候変動枠組条約に明記されており、この究極的な目的を達成することが、国際社

会が気候変動問題に取り組む上でのゴールである。 

 

○ 気候変動枠組条約は、「気候系に対する危険な人為的影響を防止する水準で大気中の

温室効果ガス濃度を、安定化させること」を究極的な目的とし、また、その水準は、

「生態系が気候変動に自然に適応し、食糧の生産が脅かされず、かつ、経済開発が持

続可能な態様で進行することができるような期間内に達成されるべき」としている

（第２条）。 

 

 

（２）温室効果ガス濃度の安定化 

 

 大気中の温室効果ガス濃度は、大気中に排出される温室効果ガスの量と、海洋や

陸上生態系への吸収量とが平衡することにより安定化する。しかし、温室効果ガス

排出量が吸収量を上回ることにより大気中の温室効果ガス濃度が上昇し続けてい

る。 
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 （温室効果ガスの排出量と地球の吸収量との均衡状態の実現） 

 

○  条約の究極目的に言う「温室効果ガス濃度の安定化」とは、地球全体の温室効果ガ

スの排出量と吸収量が平衡に達する状態である。大気中に排出される温室効果ガスの

排出量は自然起因のものと人類の活動に起因するものがあり、地球の吸収には海洋や

森林など陸上生態系への吸収がある。 

 

 

（地球の吸収量をはるかに超える温室効果ガスの人為的な排出） 

 

○ 現在は、人為起源の化石燃料の燃焼により、年間吸収量の約 2倍にあたる、年間約 63

億炭素ﾄﾝの CO2が排出されている。地球の吸収量は約 31億炭素ﾄﾝと推計されており、

したがって、排出量と吸収量との差である約 32 億炭素ﾄﾝの CO2 が毎年大気中に蓄積

され続けていることになる（図－1.1 参照）。 

 

 

図－1.1 地球の炭素収支の推定 

6.3 

  

 

年間 3.2 Gt / 年増加 
大気 

730 Gt (370ppm) 

海洋 陸上 
土地 1,500 
植生 500 

化 
石 
燃 
料 

) 

1.4 
Gt / 年 

1.7 
Gt / 年 

Gt / 年 

2,000 Gt 
38,000 Gt 

Gt=10 億トン 

 

 

（出典）IPCC 第三次評価報告書(2001)より作成 
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○ 過去からのCO2の蓄積により、大気中のCO2濃度は、産業革命以前の1750年には280ppm

であったものが、2000 年には 368ppm を記録した。図－1.2 は、化石燃料の燃焼によ

る CO2 の人為排出量、自然吸収量と大気中 CO2 濃度を安定化させるためには、安定化

のレベルに関わらず、排出速度(年間の排出量)＝吸収速度(年間の吸収量)とすること、

すなわち現在の排出量よりも削減することが必要となることを示している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－1.2 排出量、吸収量と大気中濃度の関係 

○ しかしながら、今後、化石燃料の燃焼による CO2 の排出量は更に増加することが予測

されている。図－1.3 は、2100 年までの世界全体の CO2 排出量の予測を示したもので

あり、特に途上国の排出量の伸びが大きい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－1.3 今後の CO2 排出量の予測 
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（出典）甲斐沼ら（2002） 



 

○ 地球上の CO2 吸収量についても一定ではなく、CO2 大気中濃度に応じて変化する。最

近は、動学的植生モデルを気候モデルに連結し、陸域炭素吸収量変化による気候への

フィードバックを考慮したシミュレーション研究も行われつつある。このような研究

の中には、気温上昇による植物や土壌微生物の呼吸の活性化により陸域炭素吸収量が

減少し、これが気候変化を加速するため、2050 年付近で陸域炭素吸収量がゼロとなり、

それ以降、陸域は炭素の吸収源ではなく排出源になると予測した研究もある（図－1.4

参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－1.4 大気、陸域、海洋の炭素ストック量の変化 
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（出典）Cox ら(2000) 

（持続不可能な開発の典型） 

 

○ 既に現在でも、人類は地球の吸収量の約２倍の CO2 を排出し、大気中 CO2 濃度を上昇

させているが、今後 100 年を見通した場合、人為的排出量は増加の一途をたどり、一

方で気温の上昇により地球の CO2 吸収能力は低減していくことを予測した研究もある。

これによる大気中 CO2 濃度の加速度的な上昇は、更なる地球規模の気温上昇をもたら

し、気候の大幅な変動を顕在化させる。このような人類の営みは「持続不可能な開発」

の典型である。 
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（３）温室効果ガス濃度安定化のレベル 

 

 温室効果ガス濃度の安定化レベルに対応して様々な排出経路を描くことができ

る。ただし、排出量の削減により濃度が安定化するまでに、100～300 年を要し、さ

らに気温が安定化するまでに数世紀を要する。 

 

 

 

 

 

（様々な濃度レベルに対応する排出シナリオ） 

 

○ 安定化の濃度レベルは、安定化までに排出される温室効果ガスの累積排出量によって

決まる。CO2 濃度の安定化レベルとして、450ppm、550ppm、650ppm、750ppm、更に 1000ppm

など様々な水準が考えられる。これらの濃度レベルの水準に対応する世界の CO2 排出

量の変化について、IPCC は図－1.5 のような変化のグラフを提供している。影の部分

は、CO2 排出量と CO2 濃度の関係における不確実性、具体的には陸域や海域の CO2 吸

収量などに関する不確実性の幅を示す。また、温室効果ガスには、CO2 以外のガスも

あるので、温室効果ガス濃度の安定化を考える場合には、CO2 以外の温室効果ガスに

よる濃度も考慮しなければならない。 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－1.5 様々な安定化レベルに対応する地球全体の CO2 排出量の変化 
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（出典）IPCC 第三次評価報告書(2001) 
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 （温室効果ガス大気中の排出量、濃度安定化と影響のタイムラグ） 

 

○ 温室効果ガスの排出量が地球の吸収量と等しくなったとしても、直ちに温室効果ガス

濃度が安定化するわけではない。そこには時間的なずれ（タイムラグ）がある。また、

温室効果ガス濃度の安定化と気温の安定化、海面水位の安定化との間にもタイムラグ

がある。温室効果ガスの大気中濃度をどのレベルで安定化させるかを考えるに当たっ

ては、影響が安定化するまでのタイムラグを十分考慮しなければならない。 

 

○ 図－1.6 は、CO2 排出量、CO2 濃度の安定化、気温の安定化、海面水位の上昇などのタ

イムラグを図示したものである。今後 100 年間の間に世界全体の CO2 排出量を削減す

ることに成功したとしても、CO2 濃度の安定化には 100～300 年、気温の安定化には数

世紀、熱膨張による海面水位の上昇が安定化するには数世紀から数千年を要する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－1.6  CO2 排出量と CO2 濃度、気温、海面上昇との関係 

        （出典）IPCC 第三次評価報告書(2001) 
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（４）気候変動による影響 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （気候変動に関する科学的知見の共有と人類社会の選択） 

・ IPCC 第三次評価報告書では、最近 50 年間に観測された温暖化のほとんどは人間

活動に起因すると結論づけている。 

・ 気候変動による影響は既に現れ始めており、日本もその例外ではない。IPCC 第

三次評価報告書では、気候変動によるリスクは気温の上昇とともに増加し、今後

100年以内でおよそ２℃以上上昇すると全面的に悪影響が拡大し始めることなど

を示している。 

・ 影響の出現の程度は国や地域によって変わる。また、気温変化の規模に加えて、

気温変化の速度が大きいほど、悪影響のリスクも大きくなる。 

・ 近年、世界各地で異常気象が頻発している。気候変動が進むことによって、この

ような異常気象が大規模かつ高頻度で発生し被害をもたらす可能性が懸念され

ている。 

 

 

 

 

 （科学的知見を共有することの重要性） 

 

○ 気候変動問題に取り組むためには、そのバックグラウンドとなる科学的知見を正確か

つ客観的に把握しておく必要がある。また、気候変動問題への取組を進めるにあたっ

て、科学的知見に関する認識を世界レベル及び各国の国内レベルで共有しておくこと

が重要である。 

 

○ 共有すべき科学的知見のうち、特に重要なものは、人為的な温室効果ガスの排出と、

気温の上昇や気候変動による人間や生態系への影響に関する因果関係及び影響の程

度についての知見である。その上で、どの程度の影響ならば甘受できるかについては、

科学的知見の課題というよりも、経済や政治などの領域の課題であり、人類社会の選

択にかかる課題というべきである。 

 

 （既に現れている気候変動とその影響） 

 

○ 温暖化の影響は既に現れている。その原因に関して、IPCC 第三次評価報告書は、「近

年得られた、より確かな事実によると、最近 50 年間に観測された温暖化のほとんど

は、人間活動に起因するものである」と結論づけている。 

 

○ 世界の各地域で気温上昇が観測されている。20 世紀の 100 年間に、世界の平均気温は
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0.6±0.2℃上昇し、1990 年代の 10 年間は過去 1000 年間で最も温暖な 10 年であった

可能性が高い。IPCC 第三次評価報告書では、これまでに観測された変化をまとめて

いる（表－1.1 参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表－1.1 近年観測された変化 

１０倍に増加（過去４０年間））（気象関連の経済損失

面積が１０％減少（1960年代以降）積雪面積

広範に後退氷河

一部の地域で頻度が増加干ばつ

北半球の中高緯度で増加大雨現象

ほぼ全ての陸域で減少寒い日（霜が降りる日）

増加した可能性が高い暑い日（熱指数）

２０世紀中に１０～２０cm上昇平均海面水位

２０世紀中に約０．６℃上昇平均気温

観測された変化指標

１０倍に増加（過去４０年間））（気象関連の経済損失

面積が１０％減少（1960年代以降）積雪面積

広範に後退氷河

一部の地域で頻度が増加干ばつ

北半球の中高緯度で増加大雨現象

ほぼ全ての陸域で減少寒い日（霜が降りる日）

増加した可能性が高い暑い日（熱指数）

２０世紀中に１０～２０cm上昇平均海面水位

２０世紀中に約０．６℃上昇平均気温

観測された変化指標

（出典）IPCC 第三次評価報告書(2001) 

○ 日本でも温暖化の影響と考えられる生態系の変化が起きている。具体的な例として、 

・ ソメイヨシノ（サクラ）の開花日がここ 50 年に 5日早まっている 

・ 北海道での高山植物の減少と木本植物分布の拡大 

・ 内陸部におけるシラカシなど常緑広葉樹の分布拡大 

・ チョウ・ガ・トンボ・セミの分布域の北上と南限での絶滅増加 

・ 本来九州四国が北限のナガサキアゲハが 90 年代には三重県に上陸 

・ 1970 年代には西日本でしかみられなかった南方系のスズミグモが 80 年代には関

東地方にも出現 

・ マガンの越冬地が北海道にまで拡大 

・ 熱帯産の魚が大阪湾に出現 

などがある（原沢・西岡編「地球温暖化と日本～自然･人への影響予測～」(2003)）。 

 

 

 （気候変動による将来の影響予測） 

 

○ 将来について、様々な悪影響の可能性が予測されている（表－1.2 参照）。 
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表－1.2 気候変動に伴う様々な影響の予測 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

洪水や干ばつの増大気象現象への影響

特に一次産物中心の開発途上国で大きな経済損失市場への影響

水の需給バランスが変わる、水質へ悪影響水資源への影響

多くの地域で穀物生産量が減少。当面増加地域も。農業への影響

一部の動植物の絶滅、生態系の移動生態系への影響

熱ストレスの増大、マラリア等の感染症の拡大人の健康への影響

1990年から2100年までに９～88cm上昇平均海面水位

1990年から2100年までに1.4～5.8℃上昇平均気温

予測される影響対 象

洪水や干ばつの増大気象現象への影響

特に一次産物中心の開発途上国で大きな経済損失市場への影響

水の需給バランスが変わる、水質へ悪影響水資源への影響

多くの地域で穀物生産量が減少。当面増加地域も。農業への影響

一部の動植物の絶滅、生態系の移動生態系への影響

熱ストレスの増大、マラリア等の感染症の拡大人の健康への影響

1990年から2100年までに９～88cm上昇平均海面水位

1990年から2100年までに1.4～5.8℃上昇平均気温

予測される影響対 象

（出典）IPCC 第三次評価報告書(2001) 

○ 日本でも温暖化による影響の可能性が予測されている。例えば、 

・ 海面が 1m 上昇すると砂浜の 90%以上が消失する。また、渡鳥の餌場となっている 

   干潟なども消失する。 

  ・気温上昇により降水量変動が河川流況に影響する。 

  ・熱波の影響により熱中症患者が増大する。 

  ・西日本までマラリアの潜在地域になる可能性がある。 

 などがある（西岡・原沢 前出）。 

 

 

 （気温の上昇と影響のリスクとの関係） 

 

○ IPCC 第三次評価報告書では、今後の社会経済の発展シナリオに応じて、どれくらい

気温が上昇し、どの程度リスクが増すかを 5つの指標を用いて図示している（図－1.7 

参照）。温暖化の影響は、気温上昇が小さい段階では一部の地域や分野に好影響をも

たらすことがあるが、気候変動によるリスクは気温の上昇とともに増加し、たとえば

100 年以内におよそ２℃以上上昇すると全面的に悪影響が拡大し始める。 

 

  

 （地域により異なる影響の出現） 

 

○ 影響の出現の程度は、世界で一様に現れるのではなく、国や地域によっても異なる。

また、影響に対する備えの程度によって、人や生態系への被害の程度が異なってくる。
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特に、熱帯・亜熱帯の途上国では、気候変動による影響が現れる地理的条件にあると

ともに、影響に対する備えを十分に行うことができないため、その影響は深刻である

と考えられている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－1.7 気温の上昇と影響のリスクとの関係 

（出典）IPCC 第三次評価報告書(2001) 

大量消費型発展

環境保全型発展

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

Ⅰ 特異で危機に曝されているシステムのリスク

Ⅱ 異常気候現象によるリスク

Ⅲ 影響の分布

Ⅳ 集計された影響

Ⅴ 将来の大規模不連続現象によるリスク

大量消費型発展

環境保全型発展

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

大量消費型発展

環境保全型発展

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

Ⅰ 特異で危機に曝されているシステムのリスク

Ⅱ 異常気候現象によるリスク

Ⅲ 影響の分布

Ⅳ 集計された影響

Ⅴ 将来の大規模不連続現象によるリスク

 （変化の速度と影響の程度） 

 

○ 生態系や農業などにとっては、気温変化の規模に加えて、変化の速度も影響を考える

上で重要である。モデルによる気温上昇の予測結果によれば、用いたモデルやシナリ

オにより予測結果に幅があるものの、どのモデルをとってみても、この 1000 年の気

温の変化に比べれば今後予測されている気温上昇がいかに急激なものであるかがわ

かる（図－1.8 参照）。 
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図－1.8 急激な気温の変化の予測 

（出典）IPCC 第三次評価報告書(2001) 

（異常気象と気候変動の影響） 

 

○ IPCC 第三次評価報告書によれば、温暖化は中長期的な影響を与えるとともに、極端な

気象現象の発生頻度や強度を増加させる可能性がある。 

 

○ 特に、最近、世界各地で頻発している旱魃や異常高温などの異常気象現象に対して、

多くの人々が気候変動によるものではないかとの懸念を抱いている。気候変動による

影響の科学的知見を高めるため、今後観測される世界各地の異常気象に関する観測デ

ータの集積と解析を進めるべきである。 

 

○ 気候変動による影響に関する科学的研究は、これまでは、地球全体の平均的な影響予

測に力点が置かれてきた。しかし、気候変動による影響としては、従来の気象データ

による予測ができない異常気象が各地に頻発することが想定されるため、今後は、全

地球的な影響だけでなく、気候変動に伴う異常気象の発生とそれによる地域的な影響

の研究に力を注ぐ必要がある。 
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 （破局的事象出現の可能性） 

 

○ 破局的事象については、21 世紀中に起こる可能性は小さいと見積もられているものの、 

海洋・生物圏に吸収されている温室効果ガスの急激な排出による温暖化の急激な進行、 

南極及びグリーンランド氷床の融解による海面水位の大幅な上昇（西南極氷床が不可

逆的に崩壊すると 4～6m 上昇）、海洋大循環の崩壊によるヨーロッパの寒冷化などの

可能性が懸念されている。例えば、海流は 2000 年周期で循環し、大きな熱容量で気

候を維持しているが、図－1.9 は、地球温暖化によりメキシコ湾流（暖流）の速度・

方向が変化し、ヨーロッパが寒冷化する可能性を示したものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－1.9 極端な温暖化による破局的事象の例（海洋大循環の崩壊） 

冷たく高塩分の深層流

暖かい表層流

高塩分冷却水の沈み込み

冷たく高塩分の深層流

暖かい表層流

高塩分冷却水の沈み込み

○ 破局的事象が 21 世紀中に発生する確率は小さいと見積もられているが、急激な温暖

化はそうした現象の発生確率を高める可能性がある。 
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２ 気候変動枠組条約の究極目的達成のためのアプローチ 

   

 ここでは、条約の究極目的を達成するために、世界全体としてどのようなアプロー

チを採用すべきか、考慮すべき課題や前提条件は何かについて、審議の経過をとりま

とめた。 

 

（１）温室効果ガス濃度安定化レベルの国際合意 

 
・ 条約上の究極的な目的に対応する具体的な数値目標を定めるにあたっては、濃度

安定化と気温上昇や影響発現などとの間に存在するタイムラグを十分考慮する

必要がある。 

・ 排出削減を推し進めても、脆弱性の高い自然生態系などにおいて、ある程度の影

響は不可避である。したがって、排出削減とともに、気候変動による避けられな

い影響について勘案しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （温室効果ガス濃度安定化レベル合意に際しての考慮事項） 

 

○ 気候変動枠組条約第２条は、「気候系に対する危険な人為的影響を防止する水準で大

気中の温室効果ガス濃度を安定化させること」を究極的な目的とし、また、その水準

は、「生態系が気候変動に自然に適応し、食糧の生産が脅かされず、かつ、経済開発

が持続可能な態様で進行することができるような期間内に達成されるべき」としてい

る（図－2.1 参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－2.1 気候変動枠組条約の究極目的 

○温室効果ガス濃度を安定化

させること

安定化するまでに排出される温室効果ガスの

累積排出量によって、安定化のレベルが決まる

地球全体の温室効果ガスの

排出量と吸収量が平衡に達する状態

○気候変動枠組条約の究極目的
気候系に対して危険な人為的干渉を及ぼさない水準において、
大気中の温室効果ガス濃度を安定化させること

そのような水準は、

① 生態系が気候変動に自然に適応

② 食料生産が確保（脅かされず）

③ 経済開発が持続可能に進行

できる期間内で達成されるべき

○温室効果ガス濃度を安定化

させること

安定化するまでに排出される温室効果ガスの

累積排出量によって、安定化のレベルが決まる

地球全体の温室効果ガスの

排出量と吸収量が平衡に達する状態

○気候変動枠組条約の究極目的
気候系に対して危険な人為的干渉を及ぼさない水準において、
大気中の温室効果ガス濃度を安定化させること

そのような水準は、

① 生態系が気候変動に自然に適応

② 食料生産が確保（脅かされず）

③ 経済開発が持続可能に進行

できる期間内で達成されるべき
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○ ただし、その温室効果ガスの水準が具体的な数値として示されておらず、どの安定化

濃度／気候安定化目標を目指すべきかについて、国際的なコンセンサスはまだ得られ

ていない。 

 

○ 気候変動による危険な水準の判定については、価値判断を含む要素があり、また科学

的な不確実性も年々小さくはなってきているが残っている。その水準がいかなるレベ

ルであるかは、今後の科学的な知見と国際的な合意の進展によって形成されて行くこ

とになろうが、その際、温室効果ガスの濃度の安定化と気候変動による影響との関係、

及び気温や海面水位などの安定化との間に大きな時間的なズレがあることを、考慮し

なければならない。 

 

 （温室効果ガス濃度の安定化と気候変動による避けられない影響） 

 

○ 国際社会の合意として、一定の温室効果ガス濃度の安定化レベルに関する合意がなさ

れた場合、その合意は、その濃度レベルに抑制するという水準であるとともに、その

濃度レベルまでの上昇を許容したと考えることができる。表－2.1 は、CO2 濃度の安

定化レベルに対応して、予測される影響を示したものである。450ppm レベルの安定化

でさえも、特異で危機に曝されているシステムへの影響や、異常気候現象の増加を招

くことがわかる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表－2.1 CO2 濃度の安定化レベルと予測される影響 

・7.0℃の全球平均気温上昇
・極度の悪影響が様々な形で発現

・3.0℃の全球平均気温上昇
・特異で危機に曝されているシステムに中程度の影響
・異常気候現象の中程度の増加
・悪影響を受ける地域と影響を受けない地域がほぼ半々
・市場影響は良いものも悪いものもある
・大多数の人が悪影響を受ける
・不確実だが大規模影響のリスクは中程度

750ppm

・5.0℃の全球平均気温上昇
・特異で危機に曝されているシステムの多くに深刻な影響
・異常気候現象の激増
・全セクタが深刻な悪影響を受ける
・大多数の人が悪影響を受ける
・大規模影響のリスクは高い

・2.0℃の全球平均気温上昇
・特異で危機に曝されているシステムへのより多い影響
・異常気候現象の増加
・悪影響を受ける地域がある
・市場影響は良いものも悪いものもある
・大多数の人が悪影響を受ける
・不確実だが大規模影響のリスクは低い

550ppm

・4.0℃の全球平均気温上昇
・特異で危機に曝されているシステムの多くに深刻な影響
・異常気候現象の大増加
・大半の地域で悪影響
・農業を含む全セクタで悪影響
・大多数の人が悪影響を受ける
・大規模影響のリスクは中程度

・1.5℃の全球平均気温上昇
・特異で危機に曝されているシステムに影響
・異常気候現象の増加
・悪影響を受ける地域がある
・市場影響は良いものも悪いものもある
・大多数の人が悪影響を受ける
・不確実だが大規模影響のリスクは低い

450ppm

気温予測の上限での影響気温予測の下限での影響CO2濃度

・7.0℃の全球平均気温上昇
・極度の悪影響が様々な形で発現

・3.0℃の全球平均気温上昇
・特異で危機に曝されているシステムに中程度の影響
・異常気候現象の中程度の増加
・悪影響を受ける地域と影響を受けない地域がほぼ半々
・市場影響は良いものも悪いものもある
・大多数の人が悪影響を受ける
・不確実だが大規模影響のリスクは中程度

750ppm

・5.0℃の全球平均気温上昇
・特異で危機に曝されているシステムの多くに深刻な影響
・異常気候現象の激増
・全セクタが深刻な悪影響を受ける
・大多数の人が悪影響を受ける
・大規模影響のリスクは高い

・2.0℃の全球平均気温上昇
・特異で危機に曝されているシステムへのより多い影響
・異常気候現象の増加
・悪影響を受ける地域がある
・市場影響は良いものも悪いものもある
・大多数の人が悪影響を受ける
・不確実だが大規模影響のリスクは低い

550ppm

・4.0℃の全球平均気温上昇
・特異で危機に曝されているシステムの多くに深刻な影響
・異常気候現象の大増加
・大半の地域で悪影響
・農業を含む全セクタで悪影響
・大多数の人が悪影響を受ける
・大規模影響のリスクは中程度

・1.5℃の全球平均気温上昇
・特異で危機に曝されているシステムに影響
・異常気候現象の増加
・悪影響を受ける地域がある
・市場影響は良いものも悪いものもある
・大多数の人が悪影響を受ける
・不確実だが大規模影響のリスクは低い

450ppm

気温予測の上限での影響気温予測の下限での影響CO2濃度

（出典）英国貿易産業省(2003)：The scientific case for setting a long-term emission reduction target
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○ 温室効果ガスの排出が直ちに大幅に削減され、温室効果ガス濃度が現在の水準（約

370ppm）で安定化することは現実的には想定されない以上、ある程度の影響は避けら

れない。 

 

○ したがって、国際社会は、温室効果ガス濃度の安定化レベルの合意に際しては、温室

効果ガスの排出削減とともに、気候変動による避けられない影響についても対応しな

ければならない。 

 

 

（２）安定化レベル設定を検討するにあたって考慮すべき衡平性の  

  課題 
 

 気候変動問題の特性として、二つの衡平性の課題を考慮する必要がある。一つは、

温室効果ガスの排出国と気候変動による被害国（主に途上国）との間の衡平性である。

40 ヵ国で世界全体の排出量の約 84％を占める一方、気候変動による影響に極めて脆

弱な 71 ヵ国の排出量が世界全体の排出量に占める割合は約１％という現実がある。

もう一つは、世代間の衡平性であり、現在の人類が排出する温室効果ガスが将来の人

類の生存に影響を及ぼす点である。この他に、途上国における一人あたり排出量は依

然として比較的小さいことについても留意されるべきである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （排出削減をする国と影響を受ける国の間の衡平性） 

 

○ 気候変動問題を考える上で、二つの衡平性の課題を考慮する必要がある。第一は、温

室効果ガスの大量排出国と気候変動による影響を受ける国との間の衡平性である。気

候変動問題の原因をなしている排出国と専らその影響を受ける国とは必ずしも同じ

ではない。 

 

○ CO2 の排出国でみると、アメリカ、中国、ロシア、日本、インドの上位５カ国で世界

の CO2 排出量の半分以上を占めている。また、上位５カ国と EU（25 ヵ国）とを合計

した 30 ヵ国では世界全体の排出量の 68.4％を占め、さらに EU とその他の 15 ヵ国の

計（40 ヵ国）で世界全体の排出量の 84％を占めている（図－2.2 及び表－2.2 ）。 

 

○  一方、気候変動枠組条約に定められた「気候変動による影響に脆弱な国」のいずれ

かに該当する後発発展途上国（計 48 ヵ国）の CO2 排出量の合計は世界全体の排出量
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の 0.46％であり、これにその他の小島嶼国連合加盟国を合わせた CO2 排出量の合計は

世界全体の排出量の 1.1％を占めるのみである（表－2.3 ）。 

 

○ 特に深刻な影響を受けると考えられるのは、途上国の脆弱な地域に住む人々である。

これらの人々にとっては、気候変動による影響のリスクは、大量排出国の排出量にか

かっており、自ら管理できないリスクであるという点が特徴である。影響が受け入れ

可能かどうかを判断するのは原因をなしている大量排出国ではなくて、専ら影響を受

ける国であるが、これらの国や人々の声は国際合意を形成する上で適切に反映されて

いない点に、気候変動対策における地球規模のシステム形成の難しさがある。この点

は、地球公共財をどうやって形成していくかということにもつながる。 

 

○ 地球的規模での相互依存関係が進行している現在では、気候変動の原因国も影響を受

ける。例えば、日本の場合、食糧自給率が低いため、他の国が気候変動による影響を

農業分野で受けると、間接的に極めて大きな影響を受けることになる。世界貿易の発

展とその自由化の流れの中で、各国の相互依存性は一層深まりつつあり、食糧安全保

障といった面でも気候変動の影響は重要になってきている。また、温室効果ガスの大

排出国であるとともに影響に対する適応対策が十分でない地域を抱える中国やイン

ドにおいても、ひとたび異常気象に見舞われれば大きな被害が生じる。 

英国
2.5%

イタリア
1.9%

フランス
1.6%

その他EU
6.5%

ドイツ
3.4%

日本
5.2% ロシア

6.2%
中国
12.1%

その他
16.1%

米国
24.4%

EU25ヵ国
15.8%

イラン
1.4%

インドネシア
1.2%

南アフリカ
1.4%

ブラジル
1.3%

ウクライナ
1.5%

メキシコ
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サウジアラビア
1.6%

オーストラリア
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カナダ
1.9%
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全世界のCO2排出量
２３０億トン-CO2

(2000年)

図－2.2 全世界の CO2 排出量の内訳（国別） 

EU＋15 ヵ国（計 40 ヵ国）

で世界全体の排出量の

84％を占める 

 25
 

（出典）米国オークリッジ研究所 



 排出量(百万
トンCO2) 

排出割合 一人当たり排出
量(ﾄﾝCO2/人) 

1 米国 5,605 24.4% 19.86 
2 EU25ヵ国 3,644 15.8% 8.06 
  ドイツ 786 3.4% 9.57 
  英国 568 2.5% 9.50 
  イタリア 428 1.9% 7.41 
  フランス 362 1.6% 6.16 
  その他のEU 1,500 6.5% 7.75 

3 中国 2,792 12.1% 2.20 
4 ロシア 1,436 6.2% 9.86 
5 日本 1,185 5.2% 9.35 
6 インド 1,071 4.7% 1.06 
7 カナダ 436 1.9% 14.19 
8 韓国 427 1.9% 9.06 
9 メキシコ 424 1.8% 4.36 

10 サウジアラビア 374 1.6% 17.49 
11 オーストラリア 345 1.5% 18.00 
12 ウクライナ 343 1.5% 6.93 
13 南アフリカ 327 1.4% 7.48 
14 ブラジル 307 1.3% 1.83 
15 イラン 310 1.4% 4.88 
16 インドネシア 269 1.2% 1.28 

 その他 3,706 16.1% -- 
 世界全体 23,001 100.0% 3.80 

表－2.2 CO2 排出量の大きい国  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）米国オークリッジ研究所 
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表－2.3 気候変動による影響に脆弱な国 
 

気候変動による影響に脆弱な国の種類 後発開発途上国（48 ヵ国） 

 （アフリカ）  
(1) 島嶼国 

 アンゴラ タンザニア 

     ベナン ザンビア 

(2)  ブルキナファソ リベリア 

  
低地の沿岸地域を有する国 

 ブルンジ  

     中央アフリカ  

(3)  チャド （アジア） 

   コンゴ アフガニスタン 

   ジブチ バングラデシュ 

  

乾燥地域、半乾燥地域、森林地域
又は森林の衰退のおそれのある 
地域を有する国 

 赤道ギニア ブータン 

     エリトリア カンボジア 

(4)  エチオピア ラオス 

   ガンビア ミャンマー 

  

自然災害が起こりやすい地域を 
有する国 

 ギニア ネパール 

     ギニアビサウ イエメン 

(5)  レソト   

   マダガスカル   

  

干ばつ又は砂漠化のおそれのある
地域を有する国 

 マラウィ （島嶼国） 

     マリ カーボベルデ 

(6)  モーリタニア コモロ 

   モザンビーク ハイチ 

  

都市の大気汚染が著しい地域を 
有する国 

 ニジェール キリバス 

     ルワンダ モルディブ 

(7)  セネガル サモア 

   シェラレオネ サントメ＝プリンシペ 

  

脆弱な生態系(山岳の生態系を 
含む)を有する地域を有する国 

 スーダン ソロモン諸島 

     トーゴ ツバル 

     ウガンダ バヌアツ 

        

     その他の小島嶼国連合加盟国（23 ヵ国）

     
アンティグア・バーブ

ーダ 
ミクロネシア 

     バハマ パラオ 

     バルバドス パプアニューギニア 

     ベリーズ セントキッツ・ネビス 

     キューバ セントルシア 

     ドミニカ 

     フィジー 

セントビンセント及び 

  グレナディーン諸島 

     グレナダ セーシェル 

     ガイアナ シンガポール 

     ジャマイカ スリナム 

     マーシャル諸島 トンガ 

     モーリシャス トリニダード・トバゴ 

・ どの後発途上国も気候変動による影響に脆弱な国のいずれかに該当する。これら

の後発途上国（計 48 ヵ国）の CO2 排出量の合計は、１億 471 万トン CO2（世界

全体の排出量の 0.46％） 
・ 後発途上国とその他の小島嶼国連合加盟国の CO2 排出量の合計は、２億 4729 万

トン CO2（世界全体の排出量の 1.1％） 
・ 上記の計算は米国オークリッジ研究所のデータを用いて計算 
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 （対策を講じる世代と影響を受ける世代の間の衡平性） 

 

○ もう一つの衡平性の課題は、世代間にまたがるものである。気候変動問題は、現在の

人類が排出する温室効果ガスが将来の人類の生存に影響を及ぼす。排出国と被害国の

関係と同様に、影響が受け入れ可能かどうかを判断するのは温室効果ガスを大量に排

出している現在の人類ではなく、その影響を受ける将来の世代であるが、将来の世代

は現在の国際合意のプロセスに参加できない。したがって、現在の世代がいかに将来

世代のことを考慮していくか、この点に気候変動問題における地球規模のシステム形

成の難しさがある。 

 

 （その他の衡平性の課題） 

 

○ 上記の二つの衡平性の課題に加えて、条約の前文にあるとおり、過去及び現在におけ

る世界全体の温室効果ガス排出量の最大の部分を占めるのは先進国において排出さ

れたものであること、途上国における一人あたりの排出量は依然として比較的小さい

ことについても留意されるべきである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－2.3 一人当たり排出量と排出総量 
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（出典）Benito Muller (2003) 
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（３）地球規模での環境リスク管理 

 

・ 気候変動問題に対処するために、地球規模でのリスク管理が求められている。 

・ 科学的な不確実性はなお残されているものの、気候変動が進行しつつあり今後と

もさらに進行していくこと、速やかに大幅な排出削減対策を講じなければ将来大

きな悪影響が生じるおそれがあることなどについては、ほとんど疑問の余地はな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

（地球規模での環境リスク管理） 

 

○ 気候変動問題は、影響が 100 年単位の長期にわたることや原因及び影響が地球規模に

わたること、また予想される影響の大きさ及び深刻さなどから、人類の生存基盤に関

わる問題と認識されている。気候変動対策の基本的枠組は、気候変動枠組条約により

形成されているが、条約の究極目標達成のためには、中長期を見据えた具体的な地球

規模の取組が必要とされている。 

 

○ 気候変動問題への対処は、今後温室効果ガスの増加が続いた場合、どの程度の気候変

動がどれくらいの確率で生じるか、また、それによりどのような影響が生じ、その被

害を軽減するために、今何をすべきかを意思決定することである。すなわち、地球規

模での環境リスク管理をどのように進めるかが問われている。 

 

 

 （排出量と影響との間の不確実性とタイムラグへの配慮） 

 

○ 気候変動枠組条約の究極目的は温室効果ガス濃度の安定化である。具体的にどのよう

なレベルに設定するかについて、条約は、気候系に対する危険な人為的干渉を及ぼさ

ない水準という形で表現しているが、生態系への影響や、農業生産、持続可能な開発

といった影響の側面でも記述している。 

 

○ 気候変動対策の目標は、実際には、人類や生態系にどのような影響があるかというこ

とが重要であるため、「影響レベル」で考えることになる。しかし、目標を、「影響レ

ベル」で考えるか、その前のステップである「気温安定化レベル」で考えるか、更に

その前の「大気中の温室効果ガス濃度レベル」で考えるか、更にそれ以前の「人類全

体の温室効果ガス排出量の安定化レベル」で考えるか、いくつかのレベルが考えられ
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る。そして、「人類全体の温室効果ガス排出量安定化レベル」、「大気中の温室効果ガ

ス濃度レベル」、「気温安定化レベル」、「影響レベル」それぞれのレベルの間に、科学

的な不確実性が存在している。（図－2.4 参照） 

 

 図－2.4 気候変動サイクルの目標設定ステージと不確実性 
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（出典）Pershing and Tudela (2003)
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（出典）Pershing and Tudela (2003) 

 

 

○ 気候変動による危険な水準の判定については、価値判断を含む要素があり、その水準

がいかなるレベルであるかは、今後の科学的な知見と国際的な合意の進展によって形

成されていくことになる。その際、「排出量の安定化」、「温室効果ガスの濃度の安定

化」、「気温や海面水位などの安定化」、「気候変動による影響」との間には、異なった  

質の不確実性があるとともに、原因と結果の出現の間の大きなタイムラグにも考慮し

なければならない。なお、図－2.3 における不確実性は、科学的な不確実性を意味し

ている。 

 

 （科学的な知見の集積と人類による社会選択の不確実性） 

 

○ 気候変動の予測に関し、科学的観測、知見の集約が組織的に行われてきており、科学

的な不確実性は狭まりつつある。科学的な不確実性はなお残されているが、気候変動

が進行しつつあり今後ともさらに進行していくこと、速やかに大幅な排出削減対策を

講じなければ将来大きな悪影響が生じるおそれがあることなどについては、ほとんど
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疑問の余地はない。 

 

○ 気候変動に関する不確実性には、モデルによる計算の差などの科学的な不確実性に加

えて、将来、経済社会のどのような発展を目指すのかという社会の選択に関わる不確

実性がある。科学の面では、観測データが積み重ねられ、様々な要素が組み込まれた

モデルが開発されることなどによって知見が積み重ねられ、不確実性は克服されつつ

ある。しかしながら、社会の選択に関わる不確実性は依然として克服されておらず、

気候変動に関する予測の不確実性は、社会選択の不確実性に大きく依存している。 

 

○ 対策を実施する場合にも不確実性は残るが、科学的な不確実性は、どのような場合に

も存在する。それを前提にして、どのような政策判断をするかが問われている。この

政策判断は国が行うにしても、様々なステークホルダーと対話し、協力していく形が

望ましい。 

 

 

（４）遅くとも 2050 年以前に排出量を減少基調にする世界システ

ムの構築 
 

・ CO2 濃度の安定化レベルとしては様々な水準が考えられるが、産業革命前の約２

倍である550ppmに安定化させるためには、世界全体の排出量を2020年から2030

年の間に減少基調とする必要がある。 

・ 今後の 10 年、20 年でどのような世界システムを構築していくかということが重

要である。その判断のための科学的な知見は既に提供されており、それを実行

できるかどうかは政策的な判断にかかっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （2020 年から 2030 年にも世界の排出量を減少基調にすることを可能にする世

界システム構築の必要性） 

 

○ 人類の社会選択に対して判断材料を与えるのが科学の役割であるが、CO2 の排出量が

このまま増加すれば地球がこれまで以上の速度で温暖化するというのは共通認識で

ある。したがって、増加の一途をたどっている人類による温室効果ガスの排出を減少

基調に持っていき、条約の究極目的を達成することが可能なレベルに大気中の温室効

果ガス濃度を安定化させなければならない。 

 

○ 温室効果ガスの排出量のピークをいつ頃に設定すれば、言い換えれば、増え続ける温
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室効果ガス排出量をいつから減少基調に転換させれば、気候変動枠組条約の究極目標

である大気中の温室効果ガス濃度レベルの安定化を達成できるのか。そのレベルにつ

いては、未だ国際合意はないが、大気中の温室効果ガス濃度の安定化に関して、CO2

レベルで 450ppm から 750ppm の間で設定しようとすれば、人類による温室効果ガスの

排出量のピークは概ね 2010 年から 2050 年の間に設定される（表－2.4 参照）。大気中

CO2 濃度を産業革命前の約２倍である 550ppm に安定化させようとすれば、世界全体の

排出量のピークは 2020 年から 2030 年の間に設定される。すなわち、人類は、今後炭

素制約社会を生きていくことになる。 

 

 

 
表－2.4 安定化濃度レベルと CO2 排出量等との関係 

CO2 排出量（億 tC/年）最 終 的

な CO2

安 定 化

濃度 

CO2 濃度

が 安 定

化 す る

年 

2100 年までの

温度上昇(括

弧は平均値) 

安定化に至るま

での温度上昇(括

弧は平均値) 2050 年 2100 年 

安定化濃度に到達

するための年間排

出量のピーク 

450ppm 2090 年 1.2-2.3℃ 

（1.8℃） 

1.5-3.9℃ 

（2.5℃） 

30-69 10-37 2005-2015 年 

550ppm 2150 年 1.6-2.9℃ 

（2.2℃） 

2.0-5.0℃ 

（3.5℃） 

64-126 27-77 2020-2030 年 

650ppm 2200 年 1.8-3.1℃ 

（2.5℃） 

2.4-6.1℃ 

( 4℃ ) 

81-153 48-117 2030-2045 年 

750ppm 2250 年 1.9-3.4℃ 

（2.6℃） 

2.8-7.0℃ 

( 4.6℃ ) 

89-164 66-146 2040-2060 年 

1000ppm 2375 年 2.0-3.5℃ 

（2.7℃） 

3.5-8.7℃ 

( 6℃ ) 

95-172 91-184 2065-2090 年 

 

 
（出典）IPCC 第三次評価報告書(2001) 

 

 

 （継続的な排出削減努力の必要性） 

 

○ 図－2.5 は、CO2 濃度を 550ppm で安定化させる場合の排出経路と濃度の関係を示した

ものである。大気中の温室効果ガス CO2 濃度を安定化させるためには、安定化のレベ

ルに達した後も継続的に CO2 排出量の削減が必要なことがわかる。 
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図－2.5 550ppm 安定化経路の例  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）AIM モデルによる計算結果

 （世界の排出量を減少基調にするため、今後 10～20 年間が重要） 

 

○ 大気中の CO2 濃度を 550ppm に安定化させるためには、すなわち、今後約 15 年～25 年

の間に、世界全体の CO2 排出量を減少基調に転換させ、更に継続的に削減していくこ

とを実現する必要がある。 

 

○ 気候変動対策は、確かに長期にわたる対策であるが、気候変動枠組条約の究極目標を

達成するためには、2010 年から 2030 年に至るまでに人類としてどのような対策を講

じていくか、すなわち、今後の 10 年、20 年でどのような世界システムを構築してい

くかということが重要である。その判断のための科学的な知見は既に提供されており、

それを実行できるかどうかは政策的な判断にかかっている。 

 

○ 京都議定書の第一約束期間は 2012 年までであるが、このことを考慮すれば、2013 年

以降の国際的な枠組みにおいて、世界全体の排出量を減少基調にするための国際枠組

みについて、直ちに検討し、実行していかなければならないことになる。 
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（５）緩和策と適応策の二つの対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 気候変動対策の基本は、温室効果ガスの排出削減及び吸収量の増大により緩和策

を進めることである。しかし、気候変動による避けられない影響についても考慮

する必要があり、緩和努力を補完するため、適応対策による被害の軽減・防止を

行うことが必要である。 

・ 気候変動問題に関するコストについては、削減対策コストだけでなく、適応対策

のコストや十分適応できない場合の気候変動による被害コストも考慮すること

が必要である。 

 

（気候変動対策の基本としての緩和策） 

 

○ 気候変動対策の基本は、温室効果ガスの排出削減である。特に CO2 については、上位

の 40 カ国で世界の排出量の 84％を占めており、気候変動対策における世界システム

を構築する上では、これらの国々における温室効果ガス排出量の削減システムを構築

することが必要である。 

 

 

（避けがたい影響に対する適応策） 

 

○ しかしながら、温室効果ガスの排出削減対策や吸収源対策、すなわち気候変動の緩和

策（mitigation）を講じても、特に、脆弱性の高い自然生態系などに対するある程度の

影響は不可避であり、今後更に深刻な影響が予測される可能性がある。このことを考

慮すれば、緩和努力を補完するため、適応策（adaptation）による被害軽減を行うこと

が必要である。また、気候変動枠組条約における大気中温室効果ガス濃度レベルの設

定によって、ある程度の影響を国際社会が許容する場合には、気候変動による影響に

対する対策を国際社会が講じる必要がある。 

 

（参考） 

 緩和(mitigation)：温室効果ガスの排出削減及び吸収量の増大 

 適応(adaptation)：気候変動による影響への対処（影響の軽減・防止） 

 

○ このような観点から、国際社会として気候変動問題に対応していく上で、温室効果ガ

スの排出量を削減する緩和策と、温暖化の影響を軽減する適応策の二つの対策が必要

となる。 
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（削減コストと適応コスト） 

 

○ これまで、気候変動対策のコストに関しては、気候変動による影響を未然に防止する

ための温室効果ガスの排出削減対策コストが中心的な検討課題となってきた。しかし、

ある程度の影響が避けられない以上、影響が生じた場合のコスト、影響を避けあるい

は最小化するために講じられる対策のコスト、更に影響による被害を補填するための

コストが検討されなければならない。 

 

○ 適応コストに関しては、先進国と途上国における損害算定の格差や、人命や生態系の

損失をどのように見積もるか、さらに、将来の被害を現在時点でどのように見積もる

かなど、価値判断が入る課題が多くあり、未だ十分研究されていない。また、損失補

償を含めた適応コストと温室効果ガス排出削減コストを比較する際に、人命や生物の

損失を単なる経済的コストとして換算することが適切かどうかについても十分な議

論が必要である。しかし、この分野での研究も進みつつある。 

 

○ この場合、温室効果ガス排出削減のコストを負担する国々が、必ずしも専ら気候変動

による影響を受ける国々ではないという衡平性の課題があり、適応コストが過小に見

積もられることがないように留意しなければならない。また、気候変動の原因である

温室効果ガスの排出削減が対策の基本であり、専ら影響を受ける国々に対して適応対

策を講じることは、大量排出国における削減対策を先送りにしたり排出削減対策を実

施しないことの理由にはならない点にも留意する必要がある。 

 

 

（適応対策の例） 

 

○ 適応策としては、例えば、以下のものが考えられる。なお、温室効果ガス削減につい

ては、次項以下でさらに述べる。 
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表－2.5 適応対策の例 

 

適応策が必要となる分野 適応策の例 

水資源 －水利用の高効率化 

－貯水池等の建設 

－ダム、堤防等の設計基準の見直し 

食料 －植付け・収穫等の時期を変更 

－土壌の栄養素や水分の保持能力を改善 

沿岸地帯 －沿岸防護のための堤防や防波堤 

－防砂林の育成による沿岸の保護 

人間の健康 －公共の健康関連インフラ（上下水道等）を改善 

－伝染病の予想や早期警告の能力（システム）を開発 

金融サービス －民間及び公共の保険及び再保険によるリスク分散 

 

 

 

 

 

適応策に関する取組の例 
 環境省は 2003 年 5 月、"南太平洋島嶼国における気候変動と海面上昇に関するリソースブッ

ク"(Climate Variability and Change and Sea-level Rise in the Pacific Islands Region /A Resource 
Book for Policy and Decision Makers, Educators and other Stakeholders)を SPREP(南太平洋地域

環境計画)との協力によりとりまとめた。これは、南太平洋地域において深刻な影響をもたらす

気候変動及び海面上昇についての知見、住民の意識のギャップ、対策のニーズ等を明確にし、

これを克服するための望ましい方向性等を提示する目的で作成された報告書である。作成にあ

たって必要とされた情報は、平成 11 年度に環境省が IGCI(ワイカト大学国際地球変動研究所)
と共同で行った「南太平洋における温暖化対策検討調査」が基礎になっている。 
 リソースブックは、気候変動と海面上昇についての「変動の過程と将来予測」「変動が及ぼ

す影響」「緩和対策」「適応対策」「国際社会の対応策」という５つのテーマにより構成されて

おり、本専門委員会の三村委員（茨城大学教授）を含む日本と南太平洋地域の専門家が共同執

筆している。 
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３ 長期･中期･短期の目標の設定 

   

 ここでは、条約の究極目的を達成するための具体的なアプローチとして、長期・中

期・短期の目標の設定を取り上げ、その審議の経過をとりまとめた。 

 

 
 気候変動枠組条約の究極目的を達成していく上で、現在から 2020 年くらいまでを

射程とする短期的目標設定のほかに、長期的な目標（2100 年～）や中期的な目標（2030

～2050 年）を設定することが地球規模のリスク管理を行っていく観点から有効であ

る。 

 

 

 

 

 

（長期目標・中期目標の意義） 

 

○ 気候変動枠組条約の究極目的達を達成していく上で、現在から 2020 年くらいまでを

射程とする短期的目標設定のほかに、長期的な目標（2100 年～）や中期的な目標（2030

～2050 年）を設定することが地球規模のリスク管理を行っていく観点から有効である。 

 

○ 現在、長期及び中期の目標について国際的に合意されたものはないが、長期及び中期

の目標には、その設定プロセスを通じ、気候変動という市民、社会、あるいは市場に

対するリスクに対し、何ができて何をしなければならないかを多様な主体が考えるき

っかけを作ると同時に、各主体間の合意形成を促進する作用が期待できる。 

 

○ 長期及び中期の目標については、その設定についての国際社会での合意形成の意義と

は別に、日本が何らかの目標を提案していくこと自体にも意義がある。日本が目標を

提案していけば、他国との連携などの幅も広がり、ひいては国際合意の進展にも貢献

できる可能性がある。 

 

 

（長期目標・中期目標・短期目標） 

 

○ 長期目標は、すなわち気候変動枠組条約の究極目的の具体化であり、温室効果ガス濃

度安定化レベルなどで表されることになる。それは、気候変動によるある程度の影響

が不可避であることを国際社会が認識し、温室効果ガスの削減策や影響に対する適応

策の道筋を示す役割を有する。例えば、どのタイミングで何をすべきか、という人類

の行動や意志決定に関するガイドラインの役割、気候変動による将来リスクの把握、
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緩和策による対応と適応策による対応の具体化などをその内容とする。 

 

○ 中期目標は、長期的な目標の達成に向けたマイルストーンと位置付けられ、具体的に

は、2050 年までに CO2 排出量を 60％削減するなどの目標がこれに対応する。中期目

標の効果として、炭素制約の具体化、対策の達成度の把握と必要に応じた取り組みの

強化、必要な対策の具体化（技術の研究開発・普及や経済社会構造の変革に要する時

間を考慮して、いま何をすべきか）、温暖化対策技術・設備に対する投資の促進、物

的・制度的インフラの誘導などが考えられる。 

 

○ 長期及び中期の目標は、以下の５つのステージのいずれにも設定可能である。 

   ステージ１：人間活動（エネルギー生産と消費等） 

   ステージ２：温室効果ガスの排出 

   ステージ３：温室効果ガスの大気中濃度 

   ステージ４：平均気温の上昇 

   ステージ５：気候変動による影響 

  各ステージ間には時間的なラグがあり、また不確実性についても差がある。 

 

○ 短期目標は、具体的なコミットメントを行うもので、現在から概ね 2020 年くらいま

でを射程とする。現在、短期的な目標に相当するものとして京都議定書の削減約束が

あるが、2013 年以降については規定されていない。 

 

○ 京都議定書は、2008 年から 2012 年までの間に先進国で 1990 年比約５％の温室効果ガ

スの削減を達成しようとするものであり、それは、人類が初めて温室効果ガス削減に

具体的に取り組もうとするものとして重要である。しかし同時に、それは、温室効果

ガス濃度の安定化という条約の究極目的の達成をめざす第一歩であって、地球的規模

での更なる削減が不可避であるとの課題を国際社会が共有しなければならない。 

 

 

（長期及び中期目標の柔軟性） 

 

○ 長期目標については、重大な悪影響を受けないように政策を講じていくということを

言葉で表現して、その上で具体的に今わかっている範囲で目標を示す方法が考えられ

る。また、今後、状況が変わりさらに科学的知見が充実してきた場合には、変更も可

能としておく。中期的な目標はもう少し具体的に定めることもありうる。 

 

○ 不確実性を伴うリスクの管理との関連で、中長期目標の設定について、 
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・ 一定期間後に目標を見直すようにする、 

・ 安全側に立った目標を設定する、 

・ 現在の科学的知見に基づいて、不確実性の程度を明らかにしながら目標を設定す

る 

  といった手法が考えられる。 

 

 

 （欧州諸国における長期目標・中期目標の設定の例） 

 

○ 長期及び中期目標について、主な欧州諸国では、既に設定している例が見られる（表

－3.1 参照）。これによれば、長期目標は、大気中の温室効果ガス濃度に関するものが

多く、CO2 濃度で 450ppm 又は 550ppm 以下で安定化、すべての温室効果ガス濃度を

550ppm（CO2 濃度 550ppm 以下）で安定化などとしている。中期目標は、2050 年を目

標年としているが、排出量に関するものが多く、それぞれの国の排出量を 60％削減す

るとしたものや、世界全体での温室効果ガスの排出を年間 30 億炭素トンまで削減す

るなどとしている。 

 

 

 

 

 
表－3.1 欧州諸国における長期目標・中期目標の設定例 

国名／時期 機関名 長期目標 中期目標 

ド イ ツ

(2003.10) 

ドイツ連邦 

政府気候変動

諮問委員会 

（WBGU） 

• 産業革命前と比較して地表

温度の上昇を最大２℃、10 年

で 0.2℃以下に抑える。 

• CO2濃度を450ppm以下に抑制

2050年までにエネルギー起源CO2

を 45-60%削減(1990 年比) 

イ ギ リ ス

(2003.2) 

エネルギー白

書 

大気中の CO2 濃度を 550ppm 以下に

抑制 

2050 年までに CO2 排出量を 60％

削減 

フ ラ ン ス

(2004.3) 

 

気候変動問題

省庁間専門委

員会 

 

CO2 濃度を 450ppm 以下で安定 

 

・一人当たり CO2 排出量を 0.5tC

までに制限(2050 年) 

・世界全体で年間 30 億 tC の排出

量までの削減(2050 年) 

スウェーデン

(2002.11) 

 

スウェーデン

環境保護庁 

 

すべての温室効果ガスの大気中濃

度を 550ppm で安定化（CO2 濃度を

500ppm 以下) 

 

2050 年までに、世界の工業先進国

でのCO2及び他の温室効果ガスの

一人当たり排出量を 4.5tC とし、

その後随時減少させていく（現在

8.3tC) 

 

 

 

 
（出典）ドイツ連邦政府気候変動諮問委員会(2003)、英国エネルギー白書(2003)、 
   フランス気候変動問題省庁間専門委員会(2004)、スウェーデン環境保護庁(2002)
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４ 社会経済の発展シナリオと気候変動対策 

   

 ここでは、中長期の気候変動対策と大きく関係する社会経済の発展シナリオについ

て、審議の経過をとりまとめた。 

 

・ 社会経済がどのように発展していくかによって温室効果ガスの排出経路や排出

量も大きく異なる。このため、できる限り早期から温室効果ガスの排出抑制を組

み込んだ社会経済の発展プロセスを目指していく必要がある。 

・ 社会経済の発展プロセスは、各国・地域の固有の事情を踏まえつつ、各国・地域

がどのような発展プロセスを辿ることが必要なのかといった点についても検討

する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （ＩＰＣＣにおける社会経済の発展シナリオ） 

 

○ 今後の対策のあり方の検討や中長期目標の設定にあたっては、どういう社会を想定す

るかの検討が必要である。すなわち、今後の社会経済がどのように発展していくかに

よって、CO2 の排出経路や排出量も異なるため、社会経済の発展プロセスについての

具体的なシナリオの検討が必要になる。 

 

○ IPCC では、まず、環境への配慮を含めて多様な事項を考慮するが、気候変動に特化

した対策は講じないことを前提とする、将来の社会経済シナリオを描いた。これは、

経済発展重視か環境と経済の調和を目指すかという軸と、グローバル化を目指すか地

域主義化を目指すかという軸を基に、高成長社会(A1)、多元化社会（A2）、循環型社

会（B1）、地域共存型社会（B2）の４つのシナリオに分かれる（表－4.1 参照）。 

 

 

（発展シナリオの違いによる気候変動対策量の違い） 

 

○ IPCC によれば、これらの発展シナリオの違いにより、温室効果ガスの排出量、そし

て気温の上昇度に大きな違いが生じる。これは、一定レベルに温室効果ガス濃度を安

定化するために必要な温室効果ガス排出削減対策の量に大きな違いがあることを示

している（図－4.1 参照）。 
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（実現可能性を考慮した社会経済の発展プロセス） 

 

○ シナリオによっては、将来、莫大な排出量を、しかも極めて短期間のうちに削減する

必要が生じることが明らかとなっているが、そうした対応の実現可能性は低いものと

ならざるを得ない。したがって、将来対応不可能な事態を招くことを避けるために、

種々の温暖化対策にとどまらない社会構造全体の改革、すなわち、できる限り早期か

ら温室効果ガス排出量の抑制を組み込んだ社会経済の発展プロセスを目指していく

必要があることも読み取れる 

 

 

 

 概     要 

A1 ｼﾅﾘｵ 低人口成長のもとでの高度経済成長シナリオ。高い技術開発が続く。世界の地域間の

壁は縮小し、地域間の社会構造、１人あたり所得とも、次第にある方向に収束に向か

う。エネルギーにおける技術変化の方向性により、A1B(バランスの取れたエネルギー

消費)、A1FI(化石燃料依存型)、A1T(高効率エネルギー技術主導型)という３種類の細

分類がある。 

A2 ｼﾅﾘｵ 地域主義の高いシナリオ。各地域はブロック化し、独自の伝統的文化の枠組みをあま

り崩さない。また、自由貿易に基づく経済的効率性に高い価値をおかない。この結果、

人口は最も増大し約 150 億人に達する。エネルギーも地域内の資源に依存する割合が

高く、技術進歩も相対的に低い。このため、アジアなど石炭の豊富な地域では石炭依

存度が低下せず、温室効果ガス排出も高水準となる。 

B1 ｼﾅﾘｵ 低い人口成長、高度経済成長は A1 シナリオと同様であるが、低資源消費、クリーンエ

ネルギーの開発および利用など、持続可能性に重きを置く形で技術選択が行われる。

このため、経済水準自体は A1 シナリオよりも下がる。地域主義より、地球主義の価値

観が主導であり、結果として温室効果ガス排出量は 2100 年で 1990 年水準を下回る。

温暖化対策をことさら取らなくとも社会全体として環境を重視するため、温暖化対策

の追加的費用は小さくなる。ただし、そのような社会の実現には、現状からは大きな

旋回が必要である。 

B2 ｼﾅﾘｵ 比較的地域主義が強く、その範囲で経済・社会・環境の持続可能性が追求される。こ

のため、世界は多様性を残す。ただし、環境保全も意識されているため、A2 シナリオ

ほど極端な姿ではない。人口は国連の中位推計に従う。やや保守的であるが、中庸な

シナリオと言える。 

表－4.1 将来の社会経済シナリオの種類 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）IPCC SRES レポート(2001)  
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図－4.1 濃度安定化のための対策の必要量 
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（各地域の多様性のある発展シナリオを前提とした地球規模システムの構築） 

 

○ IPCC の社会経済の発展シナリオは、現在は、世界各国が同一の発展シナリオに沿っ

て発展していくことを前提とした分析が行われている。しかし、現実の世界は、各国・

各地域の発展パターンの多様性があり、世界が同一の社会経済の発展パターンを採用

するとは考え難い。 

 

○ したがって、今後は、各国・各地域のそれぞれの事情を踏まえつつ、各国・各地域が

どのような発展プロセスを辿るかを考え、それを前提として地球全体としての気候変

動対策の地球規模のシステムを考えていくことが実践的であり、このような観点から

も検討を深める必要がある。また、気候変動への取組を、世界の持続可能な発展の観

点から国際社会のその他の課題（例．貧困）とどのように統合していくかといった点

の検討も重要である。 
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脱温暖化 2050 プロジェクトの紹介 

 環境省では、地球環境保全政策を科学的側面から支援することを目的として、地球環

境研究総合推進費（以下「推進費」という。）による研究を推進している。この研究ス

キームの中で、戦略的研究開発領域として、2004 年度より 2050 年脱温暖化社会プロ

ジェクト（正式名「脱温暖化社会に向けた中長期的政策オプションの多面的かつ総合的

な評価・予測・立案手法の確立に関する総合研究プロジェクト」）を実施している。 
 2050 年脱温暖化社会プロジェクトは、本専門委員会の委員長である西岡秀三国立環

境研究所理事をプロジェクトリーダーとして、最新の知見に基づいた日本における中長

期温暖化対策シナリオを構築することを目的としている。具体的には、以下の研究項目

により構成される。 
① 温暖化対策評価のための長期シナリオ研究 
② 温暖化対策の多面的評価クライテリア設定に関する研究 
③ 都市に対する中長期的な二酸化炭素排出削減導入効果の評価 
④ 温暖化対策のための、技術、ライフスタイル、社会システムの統合的対策の研究 
⑤ 技術革新と需要変化を見据えた交通部門の CO2 削減中長期戦略に関する研究 

 2050 年脱温暖化社会プロジェクトの研究期間は、第Ⅰ期 2004～2006 年度、第Ⅱ期

2007～2008 年度の５年間である。 
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５ 技術の役割 

   

 ここでは、中長期的に気候変動対策を進めていく上で重要となる技術の役割につい

て、今後の地球規模での技術開発・普及戦略を含めて、審議の経過をとりまとめた。 

 

（１）脱温暖化社会形成のための技術 

 
 温室効果ガス削減のため、炭素集約度の低減については歴史的実績を上回るスピ

ードが必要となっており、この分野の技術の開発及び大量普及が重要である。 
 

 

 

 

 （脱温暖化社会形成における技術の役割） 

 

○ 将来の排出削減努力の効果やその効率性、さらには各安定化濃度/気候安定化目標の

実現可能性は、今後開発され、実際に普及する技術に大きく依存することとなる。こ

のため、長期及び中期の目標の設定や、その達成に向けた最適な排出削減シナリオを

検討する上で、技術の開発とその普及についての展望を描くことは重要な意味を持つ。 

 

（エネルギー効率向上の技術と炭素集約度低減の技術） 

 

○ エネルギー起源 CO2 の排出量は、「活動量」、「エネルギー効率」及び「炭素集約度」

の 3つの要素に分解できる。エネルギー起源 CO2 の排出量削減のためには、これら３

つの要素についてのバランスのとれた取り組みが必要とされるが、特に技術について

は、「エネルギー効率の向上を図る技術」と、「炭素集約度（単位エネルギーあたりの

CO2 排出量）の低減を図る技術」とに分けて考えることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量 ＣＯ２排出量

ＣＯ２排出量 = 活動量 × ×

(生産量など) 活動量 ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量

ＣＯ２排出量を

削減するためには、
炭素集約度の低
減

エネルギー効率
の向上

大量生産・大量消
費･大量廃棄社会
の見直し

ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量 ＣＯ２排出量

ＣＯ２排出量 = 活動量 × ×

(生産量など) 活動量 ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量

ＣＯ２排出量を

削減するためには、
炭素集約度の低
減

エネルギー効率
の向上

大量生産・大量消
費･大量廃棄社会
の見直し
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○ IPCC 第三次報告書によれば、濃度安定化目標の達成のために今後必要となる技術改

善のスピードを歴史的な実績と比較すると、エネルギー効率向上技術については、こ

れまでの技術実績のスピードの範囲内で良いが、炭素集約度の低減技術については、

歴史的実績を上回る低減スピードが必要になるとされている。このため、とりわけ、

炭素集約度の低減技術の開発及び大量普及が重要である。 

 

 （既存技術と革新的技術） 

 

○ IPCC 第三次評価報告書では、エネルギー効率の向上を図る技術と、炭素集約度の低

減を図る技術のそれぞれについて、既存技術と革新的技術がリストアップされている。

表－5.1 は、具体的な温室効果ガス排出削減技術を示したものである。多様な技術の

開発・普及が期待されている。 

 

○ なお、日本の地球温暖化対策推進大綱でも、革新的技術による温室効果ガスの削減が

掲げられているが、それは、1998 年の大綱制定時には実用化されていなかった技術を

指しているものであって、IPCC の分類とは異なる。例えば、「高性能工業炉」技術は

大綱では「革新的技術」として位置付けられている。本資料では、IPCC 第三次評価

報告書に基づき、「既存技術」を現在利用されている、あるいはパイロットプラント

の段階にある技術とし、「革新技術」を技術上の飛躍的発展が求められる新規技術と

している。このため、2010 年時点で導入が見込まれるような技術的に概ね確立された

ものは、ここでは革新技術に該当せず、例えば高性能工業炉は「既存技術」として位

置付けられている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表－5.1 温室効果ガス排出削減技術の例 
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 （革新的技術の開発における不確実性の検討） 

 

○ 将来予測の不確実性には、技術開発そのものの実現可能性もある。特に、その技術が

革新的であればあるほど、その開発の不確実性は大きい。新たに市場に投入される技

術に関しては、温室効果ガスの低減効果のみならず、生態系などの環境への影響や、

社会への影響もあわせて評価していかなければならない。革新的技術の中にも、その

開発・実用化の可能性には幅があるため、それらの技術を、実現可能性に応じて、区

別して議論していくことが重要である。 

 

○ また、革新的技術が開発され、実用化されたとしても、それが、例えば、先進国、途

上国を含む温室効果ガス排出量の大部分を占めているであろう数十の国々への普及

が 2050 年以前、あるいは 2020 年から 2030 年頃に普及可能かどうかの検証も必要で

ある。いかなる技術であっても、その技術が実際に普及し、温室効果ガスの排出削減

に結びつかなければ意味がない。 

 

 

（２）技術の開発・普及に必要な条件と時間 

 
 技術の開発・普及に関して、単体技術だけでなく、それを支える全体システムを視

野に入れた検討が必要である。また、世界レベルでの技術の普及には、一国内での技

術の普及と比べて、様々な側面で格段の困難が存在し、数十年単位での時間を要する

可能性が小さくない。 

 

 

 

 

 

（単体技術の普及を支えるシステムの整備） 

 

○ 温室効果ガス削減技術が開発されたとしても、その技術だけでは普及は見込めないこ

とがある。このため、単体技術だけでなく、それを支える全体システムを視野に入れ

た技術の開発・普及を考えていく必要がある。 

 

○ CO2 排出削減技術の多くは、エネルギーシステムに関わっているため、その開発・普

及のためには、エネルギーシステムの変革が必要とされる。例えば、水素エネルギー

の普及には、水素の製造、運搬、供給、使用機器などすべての段階における技術の開

発と普及が必要となる。こうしたエネルギーシステムの構築は、インフラ整備などに

も関わるため、これを変えるのは現実には容易でないという、システムの特性がある。 
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 （知的所有権） 

 

○ 世界レベルでの技術の普及には、一国内での技術の普及と比べて、様々な側面で格段

の困難が存在する。例えば、豊かな国から途上国へ国境を越えて、技術を普及する上

では、知的所有権や特許の扱いも課題となる。知的所有権や特許は開発側にとっては

インセンティブとなる一方、それを専ら利用する側にとっては、コスト高を招き、経

済力のない国々における普及の大きな障害となりうる。 

 

 

（フィードバックしながら進む技術の開発・普及） 

 

○ 技術の開発・普及は、開発→商品化→導入→普及といった線形的なプロセスを進んで

いくものではなく、現実には幾重にも各過程を往復しつつ、改良を重ねながらコスト

も低減され、普及が進んでいく（図－5.1 参照）。このため、特に市場経済のあり方が

大きな役割を担ってくる可能性がある。市場経済と技術開発・普及との関係をさらに

考えていく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－5.1 技術の開発・普及プロセス

開 発 導 入 普 及商品化

Learning
By Doing

Learning
By Using

R&D

開 発 導 入 普 及商品化

Learning
By Doing

Learning
By Using

R&D

（出典）Edwards S. Rubin 

（新しい技術が世界的規模で普及するために要する時間の考慮） 
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○ 温室効果ガス排出削減のための新しい技術は、単体技術だけでなくシステムとしての

整備が必要なことや、知的所有権などの技術の普及面での障害、フィードバックを繰

り返して進む技術の開発・普及プロセスによって、技術が開発されてからそれらが世

界規模で普及・利用されるまでには、数十年単位での時間を要する可能性が少なくな

い。 

 

○ 技術の開発にも長い時間が費やされる場合がある。図－5.2 は、石炭ガス化複合発電

(IGCC)技術の開発ステージを時間軸に表したものである。パイロットプラントの稼働

に着手してから、規模の拡大を経て、実証試験を終了するまでに既に 30 年近い年月

を要している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－5.2 石炭ガス化複合発電技術の開発例 
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商業化？

（３）技術の開発・普及を促進する制度と政府の役割 

 
 技術の開発・普及を促進するため、目標や基準の設定を通して技術の開発・普及を

促進する「需要刺激型」と、補助金の交付等により技術の研究開発・普及を支援する

「供給支援型」をバランスよく組み合わせていくことが必要である。また、技術の開

発・普及において、政府の役割も大きい。 
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（技術の開発・普及を促進する制度） 

 

○ 技術の開発・普及を促進する制度として、大きく分けて、目標や基準の設定を通して

技術の開発・普及を促進する「需要刺激型」と、補助金の交付等により技術の研究開

発・普及を支援する「供給支援型」の二通りがあり、これらをバランスよく組み合わ

せていくことが必要である。一方、炭素税や排出量取引のように市場における価格イ

ンセンティブを活用する方法もある。 

 

○ 温室効果ガス削減技術については、特に需要側において多くの新しい技術のシーズが

芽生えつつある。これらの技術シーズを育てるためには、その有用性をきちんと評価

する仕組みを設けると同時に、制度面での各種の障害を取り除くための努力を一層進

めることが必要である。 

 

○ 新しい技術を地球規模で技術を普及させていく場合、国際社会として、個別の単体技

術の普及を促進する方策に関する合意だけでなく、それぞれの国の社会が新しい技術

を普及させやすいような社会制度を導入することに合意が必要である。 

 

（技術の開発・普及における政府の役割の重要性） 

 

○ 温室効果ガス削減のための技術を開発し、普及させるためには、市場の活力を活かす

ことが重要であるが、政府の役割もまた重要である。ただし、どのような技術の開発

に重点を置くのか等によって、政府の果たすべき役割の程度も変わってくる。このよ

うな点も考慮に入れて、今後の技術開発が目指すべき方向についての社会的な判断が

必要である。 

 

 （インフラの整備における政府の役割） 

 

○ 第一には、民間企業により主導される温室効果ガス削減技術の普及において、それを

支えるインフラの整備に、政府の役割が期待される。政府は、技術の開発・普及を進

める上で、単に単体の技術開発を促すだけではなく、それを支える制度やインフラを

どう築いていくかに配意しなければならない。 

 

 （政府の積極的な関与による技術の実用化） 

 

○ 第二には、巨額の初期投資を要する技術の実用化に向けた政府の関与である。技術は

市場に普及して初めて実用化されたことになるが、有望な技術であっても巨額の初期
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投資を要するものは、初期段階では市場原理に任せていては普及が見込めない。例え

ば、CO2 の海洋貯留などの革新技術の場合には、初期投資が多額にのぼり、かつ、資

金を回収できるかどうかの見込みも容易ではない。このような技術については、その

開発についての支援や技術の普及を促すための環境整備などを通じ、政府が積極的に

大きな役割を果たすことが期待されている。 

 

（技術開発の方向性を示すことによる民間企業の技術開発・普及の誘導） 

 

○ 第三に、技術については、明確に示された方向性に沿って開発・普及が進む場合と、

思いもよらない技術が生まれ、それが社会に大きな貢献をしていく場合とがある。し

たがって、政府が技術の開発・普及の方向性を示すことによって、民間企業における

技術開発が促進されることがある。その場合の政府の役割としては、規制的措置によ

って誘導するだけでなく、経済的インセンティブを与えて、技術の開発・普及に対し

て努力した主体が評価されるようなフレームワークづくりも含まれる。 

 

 

（４）今後の地球規模での技術開発・普及戦略 

 
 気候の慣性やエネルギーシステムの特性、技術の開発・普及に要する時間を考慮す

れば、地球温暖化によるリスクを避けるには早期の対策が必要である。このため、よ

り大きな排出削減を可能とする革新的技術の開発を長期的な観点に立って進めてい

くにしても、今後数十年間は、既存技術を最大限に活用していくことが必要である。

 

 

 

 

 

 

（既存技術の普及と革新的技術の開発・普及） 

 

○ 温室効果ガス排出量をどのように削減していくかに関しては、既存技術を実用化し、

全世界的に普及させて早い段階から着実に削減していくというアプローチと、当面は

大幅に温室効果ガス排出量を削減できる可能性がある革新的な技術の開発に力を注ぎ、

その技術を用いて将来急激に削減するというアプローチがある（図－5.3 参照）。 

 

○ どのような技術戦略をとっていくかについて、前者の既存技術アプローチより、後者

の革新的技術アプローチが排出削減対策コストを低下させるとの主張がある。しかし、

そうした評価には、初期の段階で気温上昇が急速に進むことによる悪影響のコストが

考慮されていない点に留意する必要がある上、大気中温室効果ガス濃度を安定化させ
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るレベル、温室効果ガスを削減基調に転換させて更に削減していくタイムスケール、

技術開発・実用化の確実性、世界的規模での技術の普及の可能性、単体技術に加えて

それを支える技術やインフラ整備を含めたコストなど様々な観点からの検討が必要と

なる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－5.3 温室効果ガスの排出シナリオと技術 

世界全体 の
温室効果
ガス排出量

時間スケール

早い段階から
着実に削減

後で急激
に削減

世界全体 の
温室効果
ガス排出量

時間スケール

早い段階から
着実に削減

後で急激
に削減

（既存の温室効果ガス削減技術の急速な普及の実現） 

 

○ 大気中の温室効果ガス濃度を条約の究極的な目的を達成するレベルで安定化するた

めには、先進国のみならず、中国、インドといった現在は途上国とされている国々を

含めた世界全体の排出量のピークを、遅くとも 2050 年頃に持ってくる必要がある。

排出量をその期間内に世界規模で減少傾向に転じさせるためには、革新的技術の開発

や世界規模での普及における不確実性を考慮すると、革新的技術による温室効果ガス

削減にどの程度の時間がかかるかを現在想定することはできない。また、既に実用化

されている技術でも、その普及には時間がかかることも容易に想定される。 

 

○ 加えて、気候変動の不可逆性を考慮すれば、今後数十年間は、需要・供給双方の既存

技術をフル活用していくこと、すなわち早い段階から着実に排出削減に取り組んでい

くことがまずは重要と考えられる。 
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 （大幅な温室効果ガス削減を実現可能とする革新的技術の開発） 

 

○ 短期及び中期的には、既存の温室効果ガス排出削減技術を最大限普及させることを基

本とした上で、長期的な観点から将来の対策効率を向上させ、より大幅な排出削減を

実現可能とするため、革新的技術の開発も重要である。このため、長期的な観点に立

って、その研究開発を進めていくべきである。 

 

○ 特に、革新的な技術の開発・普及に関しては、政府の役割が重要である。革新的技術

が開発され、実用化されるようになれば、2050 年以後における温室効果ガスの削減も

更に現実性を増すことになる。いち早く実用化し、普及した一部の先進国では、更に

温室効果ガスの削減が可能となり、また、それが途上国にも普及していけば、将来、

より低いレベルでの大気中温室効果ガス濃度の安定化も可能となる。 
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６ 脱温暖化社会の形成に向けて更なる検討の視点 

   

 ここでは、気候変動枠組条約の究極目的の達成に向けて脱温暖化社会を形成してい

く方策を、引き続き本専門委員会で検討していく上での視点について、審議の経過を

とりまとめた。 

 

 気候変動問題は、人類が今後 100 年以上の間、否応なしに取り組まざるを得ない

問題である。したがって、この問題への取組をより前向きに捉え、脱温暖化社会の

形成に向けて価値観をもっとポジティブなものにすることが望ましい。また、日本

は、戦略を持ってこの問題に取り組むことが求められる。 

 

 

 

 

 

 

 （地球規模の気候変動戦略の確立） 

 

○ 気候変動問題は世界の問題であると同時に、我が国の問題でもある。気候変動も、ま

たその対策も、日本の現在及び将来に非常に幅の広い影響を与える。このため、地球

的規模で生じる気候変動の影響、温室効果ガス削減と影響への適応対策の世界的枠組

みが、日本に対してどのような影響を与えるのかといった点も分析検討した上で、国

際社会において果たすべき責任や役割、さらには我が国の国益や技術立国としての国

際競争力の確保といった点も勘案しつつ、戦略を持ってこの問題に取り組むことが求

められる。 

 

（世界的規模でのシステム構築の方向） 

 

○ どのような長期及び中期の目標を設定するにせよ、その目標の設定とは別に、どのよ

うなプロセス、社会制度によってその目標を達成していくのかについての議論が必要

である。 

 

○ 制度構築の方向性としては、一つは国際的な合意により社会を変革する政治的な意志

を形成していく方向と、もう一つは経済システムの中に組み込むことで、おのずと対

策が進むような方向が考えられる。 

 

（豊かな社会を構築する脱温暖化社会の形成） 

 

○ 気候変動問題は、人類が今後 100 年以上の間、否応なしに取り組まざるを得ない問題
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である。気候変動対策は温室効果ガスの削減が基本であるが、この取り組みをより前

向きに捉え、価値観をもっとポジティブなものにすることが望ましい。環境対策を実

施することにより、環境保全効果が得られるだけでなく、新しい産業の興隆、技術力

の向上とそれによる国際競争力の強化、暮らしの快適さの向上といったプラス面の効

果がありうる。このプラス面の効果をどう最大化していくか、その有り様を日本が世

界に提言していくという視点が、先進国のみならず、途上国の参加を得て、地球的規

模でのシステムを構築していく上で、重要である。 

 

○ 地球温暖化対策を持続可能な開発のための取組の中に位置づけ、気候変動対策の推進

が持続可能な開発に資するような仕掛けを考えることも重要である。そうすることに

よって、途上国も気候変動対策を前向きに捉えることが可能となる。例えば、途上国

が大気汚染対策を進める上で気候変動対策にも資するような取組が進められており、

こうした取組を今後一層推進していくべきである。 

 

 （日本社会の脱温暖化ビジョンの有用性） 

 

○ 日本がいかなる戦略を展望するのかは、どういう社会ビジョンを持つのかというとこ

ろに返ってくる。現在、日本は京都議定書の第１約束期間の国際約束を達成するため、

地球温暖化対策推進大綱を定めているが、これを超えて、中期的及び長期的な日本社

会の脱温暖化に向けた社会経済のビジョンを描く努力が求められる。 

 

○ このような日本社会のビジョンを明確にすることにより、社会が進むべき大きな方向

を示し、同じく中期的な展望をもって実行することが必要となる都市構造や、水素社

会など脱温暖化社会の形成のために必要となるインフラの整備を、それに合わせて進

めていくことが求められている。 
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 気候変動に関する国際戦略専門委員会 委員名簿 
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日本エネルギー経済研究所環境グループ ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

東京大学 気候システム研究センター教授 

国際基督教大学 教養学部国際関係学科教授 

龍谷大学 法学部法律学科助教授 

兵庫県立大学 経済学部教授 

国立環境研究所 社会環境システム研究領域上席研究官 

東京大学大学院 新領域創成科学研究科教授 

茨城大学広域水圏環境科学教育研究センター教授 

中央大学法科大学院教授 

 

○は委員長 
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 別添２ 
 

これまでの審議日程 
 
 

第１回 ４月８日（木）10:00～12:00  於：東条インペリアルパレス 

「専門委員会の設置について」 
「気候変動に関する科学的知見について」 

    「専門委員会での検討事項について」 
  
 
第２回 ５月 31 日（月）13:00～16:30 於：環境省  

    「気候変動による影響と適応について」 
    「中長期的な目標の設定について」 
     レスターブラウン氏からの発表 
 
 
第３回 ７月 23 日（金）10:00～13:00 於：虎ノ門パストラル 

    「気候変動問題と社会経済の発展シナリオについて」 
    「気候変動問題と技術の役割について」 
    「これまでの議論の整理について（１）」 
 
 
第４回 ９月３日（金）10:00～13:00 於：環境省 

    「これまでの議論の整理について（２）」 
    「将来枠組みの構築にあたっての視点について」 

「将来枠組みの設計におけるリスク管理の考え方について」 

「将来枠組みにおける衡平性の扱いについて」 

「途上国・ロシア中東欧諸国の将来枠組みにおける役割に 

ついて」 
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